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●「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」（平成９年９月19日付自技第193号）の一部改正について 別紙新旧対照表 

制  定 平成９年９月19日付 自 技 第193号 

最終改正 令和４年３月31日付 自技環第199号 

  

改 正 後 改 正 前 

  
  

第１ （略） 第１ （略） 

  

第２ 用語 第２ 用語 

この要領における用語の定義は、道路運送車両法（昭和２６年法律

第１８５号。以下「法」という。）、道路運送車両法施行規則（昭和

２６年運輸省令第７４号。以下「施行規則」という。）、保安基準及

び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成１４年国土交通

省告示第６１９号。以下「細目告示」という。）に定めるもののほ

か、次に定めるところによる。 

この要領における用語の定義は、道路運送車両法（昭和２６年法律

第１８５号。以下「法」という。）、道路運送車両法施行規則（昭和

２６年運輸省令第７４号。以下「施行規則」という。）、保安基準及

び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成１４年国土交通

省告示第６１９号。以下「細目告示」という。）に定めるもののほ

か、次に定めるところによる。 

 (１)～(６) （略）  (１)～(６) （略） 

(７)「飛行場の設置者等」とは、国土交通省設置法（平成１１年法律

第１００号）第３９条又は地方航空局組織規則（平成１３年国土交

通省令第２５号）第３５条の規定に基づく空港事務所の長、航空法

（昭和２７年法律第２３１号）第３８条第１項の規定による飛行場

の設置の許可を受けた者（空港整備法及び航空法の一部を改正する

法律（平成２０年法律第７５号）による改正前の空港整備法第４条

第４項に規定する地方公共団体を含む。）又は民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１

１７号）第１９条第１項の規定に基づき公共施設等運営権を設定さ

れた者をいう。 

 (７)「飛行場の設置者等」とは、国土交通大臣が管理する飛行場にあ

っては、国土交通省設置法（平成１１年法律第１００号）第３９条

又は地方航空局組織規則（平成１３年国土交通省令第２５号）第３

５条の規定に基づく空港事務所の長、それ以外の公共の用に供する

飛行場にあっては航空法（昭和２７年法律第２３１号）第３８条第

１項の規定による飛行場の設置の許可を受けた者（空港整備法（昭

和３１年法律第８０号）第４条第４項に規定する地方公共団体を含

む。）をいう。 

 (８)～(26) （略）  (８)～(26) （略） 
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第３ （略） 第３ （略） 

  

第４ 申請者等 第４ 申請者等 

１、２（略） １、２（略） 

３ 申請者は、申請日前６ヶ月間（悪質な違反については１年間）又

は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長又は当該申請

地を管轄する地方運輸局内の支局等の長から次の各号の処分を受け

た者でないこと（認定要領第９に係る申請及び第９第５項の規定に

より付された条件に従った新たな基準緩和の認定の申請は除

く。）。 

３ 申請者は、申請日前３ヶ月間（悪質な違反については６ヶ月間）

又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長又は当該申

請地を管轄する地方運輸局内の支局等の長から次の各号の処分を受

けた者でないこと（認定要領第９にかかる申請は除く。）。 

 

(１)、(２） （略） (１)、(２） （略） 

  

第５ 申請書並びに届出書及び添付書類 第５ 申請書及び添付書類 

１ 基準緩和の認定を申請しようとする者は、第１号様式の基準緩和

認定申請書に別表第１の添付資料一覧表に掲げる資料を添付し、正

本及び副本各１通（地方運輸局長が副本の提出を要さないと認める

場合は正本１通）を当該基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠

の位置を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。この場合に

おいて、申請書の提出は、電子申請（行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）に基づ

く、国土交通省オンライン申請システムを利用して行うオンライン

申請をいう。）により行うことができる。ただし、地方運輸局長は

電子申請後に申請者に対して必要と認める資料の提出を求めること

ができる。 

１ 基準緩和の認定を申請しようとする者は、第１号様式の基準緩和

認定申請書に別表第１の添付資料一覧表に掲げる資料を添付し、正

本及び副本各１通を当該基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠

の位置を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。この場合に

おいて、申請書の提出は、電子申請（行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）に基づ

く、国土交通省オンライン申請システムを利用して行うオンライン

申請をいう。）により行うことができる。ただし、地方運輸局長は

電子申請後に申請者に対して必要と認める資料の提出を求めること

ができる。 

２ 前項に規定する申請において、当該申請日前１年以内に基準緩和

の認定の取消処分を受けた自動車と同一の営業所等に属する自動車

（当該取消処分を受けた自動車を含む。）について基準緩和の認定

を申請しようとする場合は、前項に規定する申請書及び添付資料の

ほか、当該営業所等に属するすべての基準緩和自動車について、当

該取消処分を受けた日から６ヶ月後及び１年後のそれぞれ直近の１

２ 前項に規定する申請において、当該申請日前１年以内に基準緩和

の認定の取消処分を受けた自動車と同一の営業所等に属する自動車

（当該取消処分を受けた自動車を含む。）について基準緩和の認定

を申請しようとする場合は、前項に規定する申請書及び添付資料の

ほか、当該営業所等に属するすべての基準緩和自動車について、当

該取消処分を受けた日から６か月後及び１年後のそれぞれ直近の一
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ヶ月間の輸送実績を添付資料として提出するものとする。 か月間の輸送実績を添付資料として提出するものとする。 

３ （略） ３ （略） 

４ 基準緩和の認定を受けた自動車について、第８第１項の規定によ

り基準緩和認定書の交付を受けた者の氏名若しくは名称、使用の本

拠の位置（同一地方運輸局管内に限る。）又は地方運輸局長が指定

する事項について変更があった場合は、認定を受けた地方運輸局長

に対し、当該変更内容についての資料を添えて、速やかに第２号様

式の基準緩和認定変更届出書を地方運輸局長が定める数提出するも

のとする。この場合において、変更届出書の提出は、電子申請によ

り行うことができる。ただし、地方運輸局長は電子申請後に届出者

に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。 

４ 基準緩和の認定を受けた自動車について、第８第１項の規定によ

り基準緩和認定書の交付を受けた者の氏名若しくは名称、使用の本

拠の位置（同一地方運輸局管内に限る。）又は地方運輸局長が指定

する事項について変更があった場合は、認定を受けた地方運輸局長

に対し、当該変更内容についての資料を添えて、速やかに第２号様

式の基準緩和認定変更申請書を提出するものとする。この場合にお

いて、変更申請書の提出は、電子申請により行うことができる。た

だし、地方運輸局長は電子申請後に申請者に対して必要と認める資

料の提出を求めることができる。 

 ５ 地方運輸局長は、第１項及び第４項に規定する申請書並びに届出

書及び添付資料について、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等

（兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所、自動車検査登録事務所

及び運輸事務所を含む。以下同じ。）の経由を定めることができ

る。 

５ 地方運輸局長は、第１項及び第４項に規定する申請書及び添付資

料について、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局（兵庫陸運部、

沖縄総合事務局陸運事務所、自動車検査登録事務所及び運輸事務所

を含む。以下同じ。）の経由を定めることができる。 

 ６ 申請者は、第１項の申請（第９第５項の規定により付された条件

に従った新たな基準緩和の認定の申請を除く。）に際し、第４第３

項に該当する処分を受けていないことについて、基準緩和認定申請

書別紙において宣誓するものとする。 

６ 申請者は、第４第３項に該当する行政処分を受けていないことに

ついて、第１号様式（第５第６項関係）による宣誓書を提出するも

のとする。 

  

第６ 審査 第６ 審査 

１ 地方運輸局長は、基準緩和の認定を受けようとする自動車につい

て、その構造若しくはその使用の態様が特殊であることによる保安

上若しくは公害防止上の支障、申請に示された使用の態様以外の態

様により使用されるおそれ、又は付そうとする条件若しくは制限に

違反して使用されるおそれの有無を次の各号について、申請書及び

添付資料により審査するものとする。 

１ 地方運輸局長は、基準緩和の認定を受けようとする自動車につい

て、その構造若しくはその使用の態様が特殊であることによる保安

上若しくは公害防止上の支障、申請に示された使用の態様以外の態

様により使用されるおそれ、又は付そうとする条件若しくは制限に

違反して使用されるおそれの有無を次の各号について、申請書及び

添付資料により審査するものとする。 

(１)、(２)（略）  (１)、(２)（略） 

（削除） (３)主な運行経路 
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(３)その他の必要事項  (４)その他の必要事項 

２ 第３第１号に規定する自動車であって単体物品を輸送することに

関し基準緩和の認定を受けようとするものにあっては、前項に規定

する審査に当たって、特に次の各号について審査するものとする。 

２ 第３第１号に規定する自動車であって単体物品を輸送することに

関し基準緩和の認定を受けようとするものにあっては、前項に規定

する審査に当たって、特に次の各号について審査するものとする。 

(１)、(２） （略） (１)、(２） （略） 

（削除） (３)搬出元及び搬入先を含めた当該物品の輸送経路 

（削除） (４)申請者が既に有している自動車では当該物品を輸送不可能であ

ることなど新たに基準緩和の認定を受けなければならない必要性 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 第３第６号、第１１号又は第２４号に規定する自動車にあって

は、第１項の審査に当たって、必要に応じ、道路管理者又は都道府

県公安委員会若しくは双方の意見を聴取するものとする。ただし、

第３第１１号に規定する自動車にあっては、地域公共交通会議等に

より道路管理者等の意見など必要な情報が得られた場合には意見聴

取に代えることができる。 

６ 第３第２号から第６号まで、第１１号又は第２４号に規定する自

動車にあっては、第１項の審査に当たって、必要に応じ、道路管理

者又は都道府県公安委員会若しくは双方の意見を聴取するものとす

る。ただし、第１１号に規定する自動車にあっては、地域公共交通

会議等により道路管理者等の意見など必要な情報が得られた場合に

は意見聴取に代えることができる。 

７ 申請者が貨物自動車運送事業者である場合には、第４第３項第２

号に該当する処分を受けていないことについて貨物自動車運送事業

の監査担当部署から必要に応じ意見を聴取するものとする。 

７ 申請者が貨物自動車運送事業者である場合には、第４第３項第２

号に該当する行政処分を受けていないことについて貨物自動車運送

事業の監査担当部署から必要に応じ意見を聴取するものとする。 

  

第７ 条件、期限及び制限の付与 第７ 条件、期限及び制限の付与 

１ （略） １ （略） 

２ 地方運輸局長は、第６第２項の自動車について、保安基準第４条

（車両総重量）及び第４条の２（軸重等）のいずれもの規定に係る

基準緩和の認定を行う場合には、次の各号により期限を付すものと

する。ただし、必要と認める場合は、当該自動車の使用期間が限定

されていることなどの状況に応じて、期限を短縮することができ

る。 

２ 地方運輸局長は、第６第２項の自動車について、保安基準第４条

（車両総重量）及び第４条の２（軸重等）の規定に係る基準緩和の

認定を行う場合には、次の各号により期限を付すものとする。ただ

し、必要と認める場合は、当該自動車の使用期間が限定されている

ことなどの状況に応じて、期限を短縮することができる。 

  (１)、(２)（略）  (１)、(２)（略） 

３～７ （略） ３～７ （略） 
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第８ 基準緩和の認定等 第８ 基準緩和の認定等 

１ 地方運輸局長は、第６、第１１、第１２、第１３、第１５、第１

６、第１７、第１８、第１９、第２０、第２１又は第２２の規定に

基づいて審査した結果、基準緩和の認定を行うことが適当であると

判断した場合は、第７に基づく条件、期限及び制限を付したうえ

で、基準緩和の認定を行い、第３号様式による基準緩和認定書を申

請者に交付するものとする。 

１ 地方運輸局長は、第６、第１１、第１２、第１３、第１５、第１

６、第１７、第１８、第１９、第２０又は第２１の規定に基づいて

審査した結果、基準緩和の認定を行うことが適当であると判断した

場合は、第７に基づく条件、期限及び制限を付したうえで、基準緩

和の認定を行い、第３号様式による基準緩和認定書を申請者に交付

するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 地方運輸局長は、第１項の規定により基準緩和の認定をしたとき

は、直ちに当該基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置を

管轄する運輸支局等の長に対し、当該認定書の写し並びに申請書及

び添付資料の副本（提出があった場合に限る。）を送付するものと

する。 

３ 地方運輸局長は、第１項の規定により基準緩和認定書を申請者に

交付したときは、直ちに当該基準緩和の認定に係る自動車の使用の

本拠の位置を管轄する運輸支局等の長に対し、関係資料を添付のう

え、第８号様式により基準緩和の認定を行った旨を通知するものと

する。 

４ 地方運輸局長は、第６、第１１、第１２、第１３、第１５、第１

６、第１７、第１８、第１９、第２０、第２１又は第２２の規定に

基づいて審査した結果、保安上若しくは公害防止上支障があると認

める場合、申請に示された使用の態様以外の態様に使用されるおそ

れ若しくは基準緩和の認定に付そうとする条件若しくは制限に違反

して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由があると認

める場合、別途定める処分等要領による申請者の累積違反点数が５

５点以上の場合又は第４第３項に該当する処分を受けた申請者の場

合は保安基準第５５条第７項に該当するものとして基準緩和の認定

をしないものとする。この場合において、地方運輸局長は、理由を

付して、その旨を申請者に通知するとともに、当該基準緩和の認定

に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等の長に通知

するものとする。 

４ 地方運輸局長は、第６、第１１、第１２、第１３、第１５、第１

６、第１７、第１８、第１９、第２０又は第２１の規定に基づいて

審査した結果、保安上若しくは公害防止上支障があると認める場

合、申請に示された使用の態様以外の態様に使用されるおそれ若し

くは基準緩和の認定に付そうとする条件若しくは制限に違反して使

用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由があると認める場

合、別途定める処分等要領による申請者の累積違反点数が５５点以

上の場合又は第４第３項に該当する処分を受けた申請者の場合は保

安基準第５５条第７項に該当するものとして基準緩和の認定をしな

いものとする。この場合において、地方運輸局長は、理由を付し

て、その旨を申請者に通知するとともに、当該基準緩和の認定に係

る自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等の長に通知する

ものとする。 

５ 地方運輸局長は、第９第５項の規定により付された条件に従った

新たな基準緩和の認定の申請に基づき、第１項の規定により基準緩

和認定書を申請者に交付する際、申請者に対し、使用の本拠の位置

を管轄する運輸支局等において、自動車検査証備考欄に基準緩和の

（新設） 
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認定に付された期限を記載する手続を速やかに行わなければならな

い旨、指示するものとする。 

  

第９ 継続緩和の認定 第９ 継続緩和の認定 

１ 第８第１項の規定により基準緩和の認定を受けた自動車の使用者

は、第７第２項の規定により付された期限後においても当該自動車

を引き続き基準緩和の認定を受けて使用しようとする場合は、期限

の２ヶ月前までに継続緩和の認定の申請を行うものとする。 

１ 第８第１項の規定により基準緩和の認定を受けた自動車の使用者

は、第７第２項の規定により付された期限後においても当該自動車

を引き続き基準緩和の認定を受けて使用しようとする場合は、期限

の２か月前までに継続緩和の認定の申請を行うものとする。 

２ 継続緩和の認定を申請しようとする者は、第５第１項及び第２項

の規定にかかわらず、第４号様式の基準緩和認定申請書に別表第１

の添付資料一覧表に掲げる資料を添付し、正本及び副本各１通（地

方運輸局長が副本の提出を要さないと認める場合は正本１通）を当

該基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方

運輸局長に提出するものとする。この場合において、申請書の提出

は、電子申請により行うことができる。ただし、地方運輸局長は電

子申請後に申請者に対して必要と認める資料の提出を求めることが

できる。 

２ 継続緩和の認定を申請しようとする者は、第５第１項及び第２項

の規定にかかわらず、第４号様式の基準緩和認定申請書に別表第１

の添付資料一覧表に掲げる資料を添付し、正本及び副本各１通を当

該基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方

運輸局長に提出するものとする。この場合において、申請書の提出

は、電子申請により行うことができる。ただし、地方運輸局長は電

子申請後に申請者に対して必要と認める資料の提出を求めることが

できる。 

３ 地方運輸局長は、継続緩和の認定を受けようとする自動車につい

て、第６第２項の自動車にあっては、第６（第２項を除く。）の規

定によるほか、前回の基準緩和の認定から変更のあった事由、その

構造若しくはその使用の態様が特殊であることによる保安上若しく

は公害防止上の支障、申請に示された使用の態様以外の態様により

使用されるおそれ、又は付そうとする条件若しくは制限に違反して

使用されるおそれの有無を次の各号について、申請書及び添付資料

により審査するものとする。この場合において、第６第３項の規定

の適用に当たって、「前項」とあるのは「第９第３項第１号」と読

み替えるものとする。 

３ 地方運輸局長は、継続緩和の認定を受けようとする自動車につい

て、第６第２項の自動車にあっては、第６（第２項を除く。）の規

定によるほか、前回の基準緩和の認定から変更のあった事由、その

構造若しくはその使用の態様が特殊であることによる保安上若しく

は公害防止上の支障、申請に示された使用の態様以外の態様により

使用されるおそれ、又は付そうとする条件若しくは制限に違反して

使用されるおそれの有無を次の各号について、申請書及び添付資料

により審査するものとする。この場合において、第６第３項の規定

の適用に当たって、「前項」とあるのは「第９第３項第１号」と読

み替えるものとする。 

(１) 少なくとも申請直前６ヶ月間における物品の輸送について、

荷積み地点から荷卸し地点までの３０回の輸送（同種物品につい

て同日中に連続して繰り返し行った輸送については、当該一連の

 (１) 少なくとも申請直前６か月前における物品の輸送が次の資料

により適切に実施されていると認められること 
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輸送を１回とする。また、６ヶ月間で３０回に満たない場合はそ

の全ての輸送とする。）が次の資料により適切に実施されている

と認められること 

①、②（略） ①、②（略） 

(２)次の事項について、今後の物品輸送計画が適切なものであるこ

と 

 (２)次の事項について、今後の物品輸送計画が適切なものであるこ

と 

   ①、②（略） ①、②（略） 

（削除） ③搬出元及び搬入先を含めた当該物品の輸送経路 

（削除） ④申請者が保有する他の自動車では当該物品を輸送不可能である

ことなど当該自動車を使用しなければならない必要性 

（削除） ⑤今回の申請に係る物品輸送計画の前回のそれとの相違 

(３) 継続緩和の認定を受けようとする自動車に係る申請直前の２

ヶ年間における物品の輸送について、都道府県公安委員会からの

貨物の積載に係る違反通知がないこと及び道路管理者からの特殊

車両通行許可違反通知がないこと 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

(３) 継続緩和の認定を受けようとする自動車に係る物品の輸送に

ついて、次の①から③に掲げるそれぞれの申請に応じて定める期

間に都道府県公安委員会からの貨物の積載に係る違反通知がない

こと及び道路管理者からの特殊車両通行許可違反通知がないこと 

①第４項又は第５項第１号に基づく申請 申請直前の２カ年間 

②第５項第２号に基づく申請であって、③に掲げる申請以外の

申請 申請直前の３カ年間 

③第５項第２号に基づく申請であって、連続した２回目以降の

申請 申請直前の４カ年間 

４ 地方運輸局長は、前項の審査の結果、継続緩和の認定を行うこと

が適当であると判断した場合は、第８第１項の規定にかかわらず、

第７第１項に基づく条件及び制限並びに基準緩和の認定に付された

期限の日（自動車検査証の有効期間満了日を経過している自動車に

ついては、継続検査申請予定日）から起算して４年を経過した日ま

でを最長として、継続緩和の認定を受けた後、最初に返付された自

動車検査証の有効期間の満了日から起算して３年を経過した日まで

の期限を付したうえで、継続緩和の認定を行い、第５号様式による

基準緩和認定書を申請者に交付するものとする。ただし、必要と認

める場合は、当該自動車の使用期間が限定されていることなどの状

４ 地方運輸局長は、前項の審査の結果、継続緩和の認定を行うこと

が適当であると判断した場合は、第８第１項の規定にかかわらず、

第７第１項に基づく条件及び制限並びに基準緩和の認定に付された

期限の日（自動車検査証の有効期間満了日を経過している自動車に

ついては、継続検査申請予定日）から起算して２年を経過した日ま

でを最長として、継続緩和の認定を受けた後、最初に返付された自

動車検査証の有効期間の満了日から起算して１年を経過した日まで

の期限を付したうえで、継続緩和の認定を行い、第５号様式による

基準緩和認定書を申請者に交付するものとする。 
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況に応じて、期限を短縮することができる。 

５ 継続緩和の認定を受けようとする自動車が自動車検査証に付され

た緩和の期限内に第２３第１項に基づく行政処分等を受けておら

ず、かつ、当該自動車の使用の本拠を置く営業所等が全国貨物自動

車運送適正化事業実施機関による安全性優良事業所の認定（以下

「安全性優良事業所認定」という。）を受けているとして申請があ

った場合の基準緩和の条件及び制限並びに期限については、前項の

規定にかかわらず、第７第１項に基づく条件及び制限の他、「安全

性優良事業所認定を有しなくなったときは遅滞なく新たな基準緩和

の認定の申請を行うこと。」との条件を付し、期限は付さないもの

とする。ただし、必要と認める場合は、当該自動車の使用期間が限

定されていることなどの状況に応じて、期限を付すことができる。 

５ 継続緩和の認定を受けようとする自動車が自動車検査証に付され

た緩和の期限内に第２２第１項に基づく行政処分等を受けておら

ず、かつ、当該自動車の使用の本拠を置く営業所等が全国貨物自動

車運送適正化事業実施機関による安全性優良事業所の認定（以下

「安全性優良事業所認定」という。）を受けているとして申請があ

った場合は、前項の規定にかかわらず、緩和の期限を次の各号のと

おりとする。 

（削除） 

 

 (１)初回継続緩和の認定にあっては、基準緩和の認定に付された期

限の日（自動車検査証の有効期間満了日を経過している自動車に

ついては、継続検査申請予定日）から起算して３年を経過した日

までを最長として当該継続緩和の認定を受けた後、最初に返付さ

れた自動車検査証の有効期間の満了日から起算して２年を経過し

た日までの期限を付す。 

（削除） 

 

 (２)前号の認定を受けた自動車の継続緩和の認定にあっては、基準

緩和の認定に付された期限の日（自動車検査証の有効期間満了日

を経過している自動車については、継続検査申請予定日）から起

算して４年を経過した日までを最長として当該継続緩和の認定を

受けた後、最初に返付された自動車検査証の有効期間の満了日か

ら起算して３年を経過した日までの期限を付す。 

（削除） 

 

 (３) 前２号により処理された自動車が第２２第１項に基づく行政

処分等を受けた場合又は安全性優良事業所認定が失効又は返納し

た場合、次の継続緩和の認定は、前項の規定により期限を付す。 

（削除） 

 

６ 地方運輸局長は、前２項の審査において、必要と認める場合は、

当該自動車の使用期間が限定されていることなどの状況に応じて、

期限を短縮することができる。 
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６ 第８第２項から第４項までは、継続緩和の認定に適用する。この

場合において、第８第３項の適用に当たって、「第１項の規定によ

り基準緩和の認定書」とあるのは「基準緩和の認定書」と、第８第

４項の規定の適用に当たって、「第６、第１１、第１２、第１３、

第１５、第１６、第１７、第１８、第１９、第２０、第２１又は第

２２」とあるのは「第９第３項」とそれぞれ読み替えるものとす

る。 

７ 第８第２項から第４項までは、継続緩和の認定に適用する。この

場合において、第８第３項の適用に当たって、「第１項の規定によ

り基準緩和の認定書」とあるのは「基準緩和の認定書」と、第８第

４項の規定の適用に当たって、「第６、第１１、第１２、第１３、

第１５、第１６、第１７、第１８、第１９、第２０又は第２１」と

あるのは「第９第３項」とそれぞれ読み替えるものとする。 

７ （略） ８ （略） 

  

第１０ 基準緩和の認定一括処理の特例 第１０ 基準緩和の認定一括処理の特例 

１ 第３に規定する自動車のうち次に掲げるものについては、基準緩

和の認定一括処理を行うことができるものとする。この場合におい

て、第１号の自動車にあっては、新型自動車取扱要領に基づく新型

自動車、共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領に基づく共

通構造部多仕様自動車又は輸入自動車特別取扱要領に基づく輸入自

動車取扱自動車（以下、「新型自動車等」という。）の車両総重量

（共通構造部多仕様自動車にあっては、自動車製作者の指定した架

装後の車両総重量の範囲）の届出値に対して±４００キログラムの

範囲を示して（基準の制限などにより上限値又は下限値が定められ

ているものにあっては、当該上限値又は下限値を限度とする。）認

定することができる（軸重等の取扱いもこれに準じる。）。 

１ 第３に規定する自動車のうち次に掲げるものについては、基準緩

和の認定一括処理を行うことができるものとする。この場合におい

て、第１号の自動車にあっては、新型自動車取扱要領に基づく新型

自動車、共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領に基づく共

通構造部多仕様自動車又は輸入自動車特別取扱要領に基づく輸入自

動車取扱自動車（以下、「新型自動車等」という。）の車両総重量

（共通構造部多仕様自動車にあっては、自動車製作者の指定した架

装後の車両総重量の範囲）の届出値に対して±４００キログラムの

範囲を示して（基準の制限などにより上限値又は下限値が定められ

ているものにあっては、当該上限値又は下限値を限度とする。）認

定することができる（軸重等の取扱いもこれに準じる。）。 

 (１)（略）   (１)（略） 

 (２) その構造又は使用の態様が特殊であることにより、あらかじ

め必要な条件又は制限を付した場合には保安上及び公害防止上支

障がないと認められる自動車として次に掲げるもの 

  (２) その構造又は使用の態様が特殊であることにより、あらかじ

め必要な条件又は制限を付した場合には保安上及び公害防止上支

障がないと認められる自動車として次に掲げるもの 

①、②（略）    ①、②（略） 

  ③自動車製作者等が本邦から外国に輸出する自動車（以下、「輸

出自動車」という。） 

   （新設） 

(３) 以下に掲げる自動車（③の自動車にあっては、災害時に地方

運輸局長が公示を行った場合に限る。）であって、その構造又は

(３) 以下に掲げる自動車（③の自動車にあっては、災害時に地方

運輸局長が公示を行った場合に限る。）であって、その構造又は
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使用の態様が特殊であることにより、あらかじめ必要な条件又は

制限を付した場合には保安上及び公害防止上支障がないと認めら

れるもの 

使用の態様が特殊であることにより、あらかじめ必要な条件又は

制限を付した場合には保安上及び公害防止上支障がないと認めら

れるもの 

  ①～③（略） ①～③（略） 

  ④地方運輸局長が認める自動車    （新設） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 地方運輸局長は、第１項第１号（新型自動車等に限る。）及び第

４項に規定する自動車であって、第１項の規定に基づき他の地方運

輸局長の基準緩和の認定を受けたものについて、第２３第２項の規

定に基づき取消を受けた場合を除き、当該自動車の使用の本拠の位

置を管轄する地方運輸局長による基準緩和の認定を受けたものとし

て取り扱うものとする。 

６ 地方運輸局長は、第１項第１号（新型自動車等に限る。）及び第

４項に規定する自動車であって、第１項の規定に基づき他の地方運

輸局長の基準緩和の認定を受けたものについて、第２１第２項の規

定に基づき取消を受けた場合を除き、当該自動車の使用の本拠の位

置を管轄する地方運輸局長による基準緩和の認定を受けたものとし

て取り扱うものとする。 

７ 地方運輸局長は、第１項第１号に規定する自動車であって、次の

各号に掲げるすべての事項に該当するものは、基準緩和の認定を受

けたものとして取り扱うものとする。ただし、自動車検査業務等実

施要領３－４－４（６）に基づき、型式に「改」と付記される自動

車にあってはこの限りでない。 

７ 地方運輸局長は、第１項第１号に規定する自動車であって、次の

各号に掲げるすべての事項に該当するものは、基準緩和の認定を受

けたものとして取り扱うものとする。ただし、自動車検査業務等実

施要領３－４－４（４）に基づき、型式に「改」と付記される自動

車にあってはこの限りでない。 

(１)～(３)（略） (１)～(３)（略） 

８ 地方運輸局長は、第１項第２号①ニに規定するセミトレーラであ

って、次の各号に掲げる全ての事項に該当するものは、基準緩和の

認定を受けたものとして取り扱うものとする。ただし、自動車検査

業務等実施要領３－４－４（６）に基づき、型式に「改」と付記さ

れる自動車にあってはこの限りでない。 

８ 地方運輸局長は、第１項第２号①ニに規定するセミトレーラであ

って、次の各号に掲げる全ての事項に該当するものは、基準緩和の

認定を受けたものとして取り扱うものとする。ただし、自動車検査

業務等実施要領３－４－４（４）に基づき、型式に「改」と付記さ

れる自動車にあってはこの限りでない。 

(１)～(２)（略） (１)～(２)（略） 

９ 第１項第３号（同号③及び④を除く。）に規定する自動車につい

て、使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長がその地域性を考慮

した結果、必要と認める保安基準の条項並びに条件及び制限をあら

かじめ公示することにより、基準緩和の認定を行うことができる。 

９ 第１項第３号（同号③を除く。）に規定する自動車について、使

用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長がその地域性を考慮した結

果、必要と認める保安基準の条項並びに条件及び制限をあらかじめ

公示することにより、基準緩和の認定を行うことができる。 

10 （略） 10 （略） 

11 第１項第３号④に規定する自動車について、地方運輸局長がその （新設） 
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妥当性を考慮した結果、必要と認める保安基準の条項並びに期限、

条件及び制限をあらかじめ公示することにより、基準緩和の認定を

行うことができるものとし、公示を行った地方運輸局長は、その内

容を、他の地方運輸局長及び自動車局技術・環境政策課に対し通知

すること。なお、公示を行うにあたっては、管轄する地方の独立行

政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会と十分協議すると

ともに、必要に応じ自動車局技術・環境政策課の意見を聴取するこ

と。 

  

第１１、第１２ （略） 第１１、第１２ （略） 

  

第１３ 国際海上コンテナを輸送するセミトレーラの審査及び表示の特

例 

第１３ 国際海上コンテナを輸送するセミトレーラの審査及び表示の特

例 

１ 地方運輸局長は、第３第７号に規定するセミトレーラであって、

国際海上コンテナを輸送することに関し基準緩和（保安基準第４条

（車両総重量）の規定に係る基準緩和。）の認定を受けようとする

ものについては、第６第１項の規定にかかわらず、その使用の態様

以外の態様により使用されるおそれ、又は付そうとする条件若しく

は制限に違反して使用されるおそれの有無を次の各号について、申

請書及び添付資料により審査するものとする。ただし、第１０の規

定による申請の審査については、第３号は除く。 

１ 地方運輸局長は、第３第７号に規定するセミトレーラであって、

国際海上コンテナを輸送することに関し基準緩和（保安基準第４条

（車両総重量）の規定に係る基準緩和。）の認定を受けようとする

ものについては、第６第１項の規定にかかわらず、その使用の態様

以外の態様により使用されるおそれ、又は付そうとする条件若しく

は制限に違反して使用されるおそれの有無を次の各号について、申

請書及び添付資料により審査するものとする。ただし、第１０の規

定による申請の審査については、第３号及び第４号は除く。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

（削除） (４)  搬出元及び搬入先を含めた当該物品の輸送経路 

(４) （略） (５) （略） 

 ２ （略）  ２ （略） 

第１４ 重量緩和セミトレーラの特例 第１４ 重量緩和セミトレーラの特例 

（削除） １ 基準緩和の認定を受けた重量緩和セミトレーラであって、本項施

行後初めて、第５第４項に規定する基準緩和認定変更申請書を提出

しようとする者及び第９第１項に規定する継続緩和の認定を申請し

ようとする者については、第５第４項又は第９第２項の規定により
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定める添付資料の他に主要諸元比較表、車両外観図及び計算書を提

出するものとする。 

１、２ （略） ２、３ （略） 

３ 第１項の規定により基準車両総重量及び基準最大積載量を定めた

重量緩和セミトレーラについては、車両総重量及び最大積載量の表

示について第８第２項の規定を準用する。 

４ 第２項の規定により基準車両総重量及び基準最大積載量を定めた

重量緩和セミトレーラについては、車両総重量及び最大積載量の表

示について第８第２項の規定を準用する。 

（削除） ５ 基準緩和の認定を受けた重量緩和セミトレーラについて第９第１

項の規定による継続緩和の認定の申請以前に第６第４項後段の規定

により基準車両総重量及び基準最大積載量を定めるよう求めようと

するものは、認定を受けた地方運輸局長に対し、第２号様式の基準

緩和認定変更申請書を提出することができる。この場合において、

第２号様式中変更事項及び変更事由については、「分割可能な貨物

の輸送」を記載するものとする。また、第４、第５第３項及び第５

項、第６第４項後段、第７第１項並びに第８第１項、第２項及び第

３項の規定は、本項の申請について準用する。 

４、５ （略） ６、７ （略） 

  

第１５ 自動車製作者等の試験自動車の特例 第１５ 自動車製作者等の試験自動車の特例 

１ （略） １ （略） 

２ 前項の申請をしようとする自動車製作者等は、別表第１にかかわ

らず、第１号様式の基準緩和認定申請書に次に掲げる資料を添付す

ること。 

２ 前項の申請をしようとする自動車製作者等は、別表第１にかかわ

らず、第１号様式の基準緩和認定申請書に次に掲げる資料を添付す

ること。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

(７)遵守事項の誓約に関する書面 (７)遵守事項の誓約書 

(８) （略） (８) （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

第１６ 臨時運行の許可を受けて運行する自動車の特例 第１６ 臨時運行の許可を受けて運行する自動車の特例 

１ （略） １ （略） 

２ 前項の規定に基づく申請をしようとする自動車製作者等は、別表 ２ 前項の規定に基づく申請をしようとする自動車製作者等は、別表
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第１の他、次に掲げる資料を添付すること。 第１の他、次に掲げる資料を添付すること。 

(１)申請する自動車が特定できる書面（輸出自動車にあっては、同

一型式であると特定できる書面及び輸出自動車が特定できる書

面） 

 (１) 申請する自動車が特定できる書面 

(２) （略）  (２) （略） 

(３) 運行計画（輸出自動車は除く。）及び運行経路図  (３) 運行計画及び運行経路図 

３ 地方運輸局長は、第１項の規定に基づき認定を行う場合には、当

該臨時運行に必要な期限（輸出自動車は除く。）及び運行経路を限

定するものとする。 

３ 地方運輸局長は、第１項の規定に基づき認定を行う場合には、当

該臨時運行に必要な期限及び運行経路を限定するものとする。 

  

第１７ （略） 第１７ （略） 

  

第１８ トレーラ・ハウスの特例 第１８ トレーラ・ハウスの特例 

１、２ （略） １、２ （略） 

３ 地方運輸局長は、第１項及び前項の自動車であって、基準緩和の

認定を受けようとするものについては、第６第１項の規定にかかわ

らず、その使用の態様が特殊であることによる保安上若しくは公害

防止上の支障、申請に示された使用の態様以外の態様により使用さ

れるおそれ、又は付そうとする条件若しくは制限に違反して使用さ

れるおそれの有無を別表第１にかかわらず、第１号様式の基準緩和

認定申請書及び次の各号に掲げる添付資料により審査するものとす

る。 

３ 地方運輸局長は、第１項及び前項の自動車であって、基準緩和の

認定を受けようとするものについては、第６第１項の規定にかかわ

らず、その使用の態様が特殊であることによる保安上若しくは公害

防止上の支障、申請に示された使用の態様以外の態様により使用さ

れるおそれ、又は付そうとする条件若しくは制限に違反して使用さ

れるおそれの有無を別表第１にかかわらず、第１号様式の基準緩和

認定申請書及び次の各号に掲げる添付資料により審査するものとす

る。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

(７)遵守事項の誓約に関する書面 (７)遵守事項の誓約書 

(８) ～(１０) （略） (８) ～(１０) （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

第１９ 災害応急対策又は災害復旧の用に供する自動車の特例 第１９ 災害応急対策又は災害復旧の用に供する自動車の特例 

１ （略） １ （略） 

２ 前項の申請をしようとするものであって災害応急対策の用に供す ２ 前項の申請をしようとするものであって災害応急対策の用に供す
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る自動車は、別表第１にかかわらず、第１号様式の基準緩和認定申

請書に次に掲げる資料を添付するものとする。なお、第７第７項の

規定により付された期限後においても当該基準緩和の認定に係る自

動車を引き続き基準緩和の認定を受けようとする場合は、第１号様

式の基準緩和認定申請書に加え既に交付されている基準緩和認定書

の他、次の第４号及び第６号を添付すればよいものとする。 

る自動車は、別表第１にかかわらず、第１号様式の基準緩和認定申

請書に次に掲げる資料を添付するものとする。なお、第７第６項の

規定により付された期限後においても当該基準緩和の認定に係る自

動車を引き続き基準緩和の認定を受けようとする場合は、第１号様

式の基準緩和認定申請書に加え既に交付されている基準緩和認定書

の他、次の第４号及び第６号を添付すればよいものとする。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４)遵守事項の誓約に関する書面 (４)遵守事項の誓約書 

(５)、(６) （略） (５)、(６) （略） 

３ 第１項の申請をしようとするものであって、災害復旧の用に供す

る自動車については、第１号様式の基準緩和認定申請書に別表第１

の添付資料一覧表に掲げる資料を添付するものとする。この場合に

おいて、別表第１に掲げる項目以外の緩和項目を申請する場合は次

に掲げる資料を添付するものとする。なお、第７第６項の規定によ

り付された期限後においても当該基準緩和の認定に係る自動車を引

き続き基準緩和の認定を受けようとする場合は、第１号様式の基準

緩和認定申請書に加え既に交付されている基準緩和認定書の他、次

の第５号及び第８号を添付すればよいものとする。 

３ 第１項の申請をしようとするものであって、災害復旧の用に供す

る自動車については、第１号様式の基準緩和認定申請書に別表第１

の添付資料一覧表に掲げる資料を添付するものとする。この場合に

おいて、別表第１に掲げる項目以外の緩和項目を申請する場合は次

に掲げる資料を添付するものとする。なお、第７第６項の規定によ

り付された期限後においても当該基準緩和の認定に係る自動車を引

き続き基準緩和の認定を受けようとする場合は、第１号様式の基準

緩和認定申請書に加え既に交付されている基準緩和認定書の他、次

の第５号及び第８号を添付すればよいものとする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

(５)遵守事項の誓約に関する書面 (５)遵守事項の誓約書 

(６)～(８) （略） (６)～(８) （略） 

  

第２０ 緑色の点滅する灯火を備える誘導車の要件と審査の特例 第２０ 緑色の点滅する灯火を備える誘導車の要件と審査の特例 

１ 第３第１６号の申請ができる自動車の要件とは次に掲げるものと

する。 

１ 第３第１６号の申請ができる自動車の要件とは次に掲げるものと

し、必要最小限の車両数をもって基準緩和の認定を申請することが

できるものとする。 

(１)、(２) （略） (１)、(２) （略） 

２ 地方運輸局長は、前項の自動車であって、基準緩和の認定を受け

ようとするものについては、第６第１項の規定にかかわらず、その

使用の態様が特殊であることによる保安上若しくは公害防止上の支

２ 地方運輸局長は、前項の自動車であって、基準緩和の認定を受け

ようとするものについては、第６第１項の規定にかかわらず、その

使用の態様が特殊であることによる保安上若しくは公害防止上の支
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障、申請に示された使用の態様以外の態様により使用されるおそ

れ、又は付そうとする条件若しくは制限に違反して使用されるおそ

れの有無を別表第１にかかわらず、第１号様式の基準緩和認定申請

書及び次の各号に掲げる添付資料により審査するものとする。 

障、申請に示された使用の態様以外の態様により使用されるおそ

れ、又は付そうとする条件若しくは制限に違反して使用されるおそ

れの有無を別表第１にかかわらず、第１号様式の基準緩和認定申請

書及び次の各号に掲げる添付資料により審査するものとする。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４)遵守事項の誓約に関する書面 (４)遵守事項の誓約書

(５)～(１１) （略） (５)～(１１) （略）

３ （略） ３ （略） 

第２１ 幅広貨物を輸送するトレーラの審査の特例 第２１ 幅広貨物を輸送するトレーラの審査の特例 

１ 地方運輸局長は、第３第４号及び第５号に規定するセミトレーラ

であって、複数の幅広貨物を輸送することに関し基準緩和（保安基

準第２条（幅）の規定に係る基準緩和。）の認定を受けようとする

ものについて、第６第１項の規定にかかわらず、その使用の態様が

特殊であることによる保安上若しくは公害防止上の支障、申請に示

された使用の態様以外の態様により使用されるおそれ、又は付そう

とする条件若しくは制限に違反して使用されるおそれの有無を次の

各号について、申請書及び添付資料により審査するものとする。 

１ 地方運輸局長は、第３第４号及び第５号に規定するセミトレーラ

であって、複数の幅広貨物を輸送することに関し基準緩和（保安基

準第２条（幅）の規定に係る基準緩和。）の認定を受けようとする

ものについて、第６第１項の規定にかかわらず、その使用の態様が

特殊であることによる保安上若しくは公害防止上の支障、申請に示

された使用の態様以外の態様により使用されるおそれ、又は付そう

とする条件若しくは制限に違反して使用されるおそれの有無を次の

各号について、申請書及び添付資料により審査するものとする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

（削除） (５) 主な運行経路

(５) （略） (６) （略）

２、３ （略） ２、３ （略） 

第２２ 風力発電設備等を輸送する自動車の特例 （新設） 

１ 地方運輸局長は、第３第１号に規定する自動車であって風力発電

設備を構成する単体物品（以下、「風力発電設備用単体物品」とい

う。）を輸送するものにあっては、申請により、保安基準第２条

（長さ）、第４条（車両総重量）又は第４条の２（軸重等）につい

て、当該自動車の性能の最大値で認定することができるものとす

る。なお、審査は第６に準じて行うものとし、必要に応じ、道路管
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理者及び都道府県公安員会の意見を聴取すること。 

２ 前項の申請（継続緩和の認定の申請を除く。）をしようとする者

は、第５に定める申請書及び添付資料に加え、自動車の性能の最大

値を証する書面及び最大値での認定が必要な旨の理由書を提出する

こと。 

３ 地方運輸局長は、風力発電設備用単体物品及びその他の単体物品

又は幅広貨物を輸送する自動車の基準緩和認定に当たっては、それ

ぞれの輸送を行う際に必要と認める条件又は制限を付すものとす

る。 

４ 第１項の自動車に係る継続緩和の認定を申請しようとする者は、

第９第２項に定める申請書及び添付資料に加え、風力発電設備用単

体物品輸送に係る特殊車両通行許可証の写しを提出すること。ま

た、輸送実績一覧表には認定期間中の全ての輸送実績を記載して提

出すること。 

第２３ 行政処分等 第２２ 行政処分等 

１、２ （略）  １、２ （略）  

３ 基準緩和の認定を受けた自動車が次の各号のいずれかに該当する

場合には、当該自動車に係る基準緩和の認定（第９号にあっては、

従前の基準緩和の認定に限る。）は失効するものとする。 

３ 基準緩和の認定を受けた自動車が次の各号のいずれかに該当する

場合には、当該自動車に係る基準緩和の認定は失効するものとす

る。 

(１)、(２) （略） (１)、(２) （略）

(３)第８第１項又は第９第４項及び第５項の規定により付された基

準緩和の認定の期限を経過している場合

(３)第８第１項又は第９第４項、第５項及び第６項の規定により付

された基準緩和の認定の期限を経過している場合

(４)～(８) （略） (４)～(８) （略） 

(９) 第９第５項の規定により付された条件に従った新たな基準緩

和の認定の申請に基づく認定がなされた場合

（新設） 

４ 地方運輸局長は、本要領に規定する業務を適切に実施するため、

新聞等報道や関係機関及び関係団体からの情報等を通じ、特に第７

第２項及び第９第４項の規定に基づいて期限が付された自動車並び

に第９第５項の規定に基づいて条件が付された自動車の運行状況の

４ 地方運輸局長は、本要領に規定する業務を適切に実施するため、

新聞等報道や関係機関及び関係団体からの情報等を通じ、特に第７

第２項及び第９第４項の規定に基づいて期限が付された自動車の運

行状況の把握に努めるものとする。 
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把握に努めるものとする。 

  

申請様式及び参考様式 申請様式及び参考様式 

【別紙のとおり】 【別紙のとおり】 

  

別表第１ 添付資料一覧表（第５及び第９関係） 別表第１ 添付資料一覧表（第５及び第９関係） 

【別紙のとおり】 【別紙のとおり】 

  

別表第２ 条件並びに保安上及び公害防止上の制限（第７及び第１２

関係） （略） 

別表第２ 条件並びに保安上及び公害防止上の制限（第７及び第１２

関係） （略） 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 

別表第４ 保安上及び公害防止上の制限（第１０関係） （略） 別表第４ 保安上及び公害防止上の制限（第１０関係） （略） 

  

附則（令和４年３月31日国自技環第199号） （新設） 

（適用時期）  

１ この要領は令和４年４月１日以降の基準緩和認定の申請及び届出

について適用する。 

 

（経過措置）  

２ 令和４年３月３１日以前に第４第３項の処分を受けた者が、基準

緩和の認定の申請を行う場合、第４第３項は改正前の規定を適用す

る。 

 

３ この要領による各申請書等の様式は、当分の間、改正前の第５第

１項及び第９第２項に掲げる書面によることができる。 
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●「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」（平成９年９月19日付自技第193号）の一部改正について 新旧対照表（別紙） 

制  定 平成９年９月19日付 自 技 第193号 

最終改正 令和４年３月31日付 自技環第199号 

改 正 後 改 正 前 

第１号様式（第５関係）  第１号様式（第５関係）  

  

基 準 緩 和 認 定 申 請 書 （ 新 規 ） 

 

地方運輸局長 殿 

年 月 日 

 

道路運送車両の保安基準第５５条の規定に基づき、基準緩和の認定を受けたいので、別紙を添えて申請

します。 

 

申請する自動車の情報 

車名及び型式  

種別及び用途  

車体の形状  

車台番号  

使用の本拠の位置  

構造又は使用の態様の特

殊性 

 

 

 

認定を必要とする理由  

 

 

 

認定により適用を除外す

る保安基準の条項 
認定により適用を除外する保安基準の内容 

申請者の氏名又は名称 

（法人の場合は代表者） 

 

申請者の住所  

   

基準緩和認定申請書 

 

年 月 日 

 

地方運輸局長殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動車について、道路運送車両の保安基準第５５条の規定に基づき、基準緩和の認定を受け

たいので、別添の書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 車名及び型式 

２ 種別及び用途 

３ 車体の形状 

４ 自動車登録番号及び車台番号 

５ 使用の本拠の位置 

６ 構造又は使用の態様の特殊性 

７ 認定により適用を除外する保安基準の条項及び内容 

８ 認定を必要とする理由 

９ 省略する添付資料 
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 （日本産業規格Ａ列４番）   （日本産業規格Ａ列４番）  

 備考 

１．型式については、必要に応じて類別区分番号を記載する。 

２．車台番号については、打刻がない自動車の場合は、製造番号を括弧書きで記載する。 

３．認定を必要とする理由については、使用の条件を含めて記載する。なお、第３第２２号に規定する自

動車にあっては、「災害応急対策又は災害復旧の内容」について記載する。 

４．一括緩和申請の場合は、標題に「（一括）」と付記するとともに、車台番号又は製造番号については

開始番号を記載する。 

  備考 

（１） 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 

（２） 型式については、必要に応じて類別区分番号を記載する。 

（３） 車台番号については、打刻がない自動車の場合は、製造番号を記載する。 

（４） 認定を必要とする理由については、使用の条件を含めて記載する。なお、第３第２２号に規定す

る自動車にあっては、「災害応急対策及び災害復旧の内容」について記載すること。 

（５） 一括緩和申請の場合は、標題に「（一括）」と付記するとともに、車台番号又は製造番号の開始

番号を併記する。 

（６） 省略する添付資料については、複数の類似する自動車について同時に申請する場合に添付を省略

する添付資料の名称を記載する。 

 

  

第１号様式別紙 第１号様式（第５第６関係） 

 基準緩和認定申請書別紙（新規） 

自家用又は事業用の別 □自家用 □事業用 

使用者の事業内容 □運送業 □建設業 □その他（          ） 

車両管理責任者 （役職）        （氏名） 

通行許可事前確認の有無 □有 □無  

有の場合 道路管理者名及び連絡先 

 

主な運行経路 始点： 

 

終点： 

□別紙図有 □特殊車両通行許可の経路に同じ 

宣誓事項 

チェック欄 申請に当たり宣誓する内容 

□ 基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）（平成９年９月１９日付け自技第１９３

   

地方運輸局長 殿 

 

宣誓書 

 

基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）（平成９年９月１９日付け自技第１９３号）の第４

第３項に該当する処分を受けていないことを宣誓いたします。 

 

 

    年  月  日 
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号）の第４第３項に該当する処分を受けていません。 

誓約事項 

チェック欄 申請に当たり誓約する内容 

□ 

認定に際し付された条件並びに保安上及び公害防止上の制限を遵守します。違反した場合

（当該自動車を相互に使用する場合を含む。）は、保安基準緩和の認定の取消処分等を受

けようとも異議申し立ては致しません。 

□ 
運行に当たっては、道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路交通法、

道路法その他の関係法令を厳守します。 

□ 重大事故時には、遅滞なく通報します。 

□ 認定により適用を除外する保安基準の条項以外については、保安基準に適合しています。 

□ 
（一括緩和の場合） 

使用者に対し、上欄までの誓約事項を周知します。 

□ 
（その他、誓約する事項がある場合は適宜記載する。） 

 

  

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 （日本産業規格Ａ列４番）   （日本産業規格Ａ列４番）  

 備考 

１．通行許可事前確認は第３第２号、第３号、第６号（第３第２号、第３号の自動車をけん引することが

できるものに限る）、第２０号の自動車で車両総重量及び軸重等の緩和が必要な場合に記載する。 

２．主な運行経路については、第１１、第１２、第１５、第１６、第１７、第１８、第１９の自動車及び

地方運輸局長が審査において必要と認めた自動車の場合に記載し、図を添付する。 

３．第１５、第１８、第１９、第２０の自動車については、誓約事項のチェック欄に記入されたものをも

って、遵守事項の誓約に関する書面とする。 

４．一括緩和の場合、宣誓事項及び誓約事項以外の記載は不要。 

    

      

第２号様式（第５関係） 第２号様式（第５関係） 

  

基 準 緩 和 認 定 変 更 届 出 書 

 

地方運輸局長 殿 

年 月 日 

 

   

基準緩和認定変更申請書 

 

年 月 日 

地方運輸局長 殿 
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基準緩和認定を受けた自動車について記載事項が変更となりましたので届出します。なお、基準緩和認

定を受けた自動車の管理体制に変更はありません。 

 

届出する自動車の情報 

基準緩和認定番号  

認定年月日    年  月  日 

自動車登録番号  

車台番号  

 

届出の内容 

変更の内容 変更後の内容 

変更年月日  

氏名又は名称  

使用の本拠の位置  

その他  

  

届出者の氏名又は名称 

（法人の場合は代表者） 

 

届出者の住所  

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動車について、記載事項の変更を行いたいので、別添の書類を添えて申請します。 

記 

 

１ 基準緩和認定番号及び認定年月日 

２ 車名及び型式 

３ 種別及び用途 

４ 自動車登録番号及び車台番号 

５ 変更事項及び変更事由 

６ 変更年月日 

 

 （日本産業規格Ａ列４番）   （日本産業規格Ａ列４番）  

 備考 

１．継続緩和を受けた自動車について、安全性優良事業所認定のある事業所から安全性優良事業所認定の

ない事業所に使用の本拠の位置を変更した場合は、届出後、遅滞なく第５第１項の申請をすること。 

  備考 

（１） 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 

（２） 型式については、必要に応じて類別区分番号を記載する。 

 

      

第３号様式（略） 第３号様式（略） 

      

第４号様式（第９関係） 第４号様式（第９関係） 

  

基 準 緩 和 認 定 申 請 書 （ 継 続 ） 

 

地方運輸局長 殿 

   

基準緩和認定申請書（継続） 

 

年 月 日 
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年 月 日 

 

道路運送車両の保安基準第５５条の規定に基づき、引き続き基準緩和の認定を受けたいので、別紙を添

えて申請します。 

 

申請する自動車の情報 

車名及び型式  

種別及び用途  

車体の形状  

自動車登録番号  

車台番号  

使用の本拠の位置  

構造又は使用の態様の特

殊性 

 

 

 

認定を必要とする理由  

 

 

変更事項の有無  

 

認定により適用を除外す

る保安基準の条項 
認定により適用を除外する保安基準の内容 

  

  

  

  

  

申請者の氏名又は名称 

（法人の場合は代表者） 

 

申請者の住所  

 

地方運輸局長殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動車について、道路運送車両の保安基準第５５条の規定に基づき、引き続き基準緩和の認

定を受けたいので、別添の書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 車名及び型式 

２ 種別及び用途 

３ 車体の形状 

４ 自動車登録番号及び車台番号 

５ 使用の本拠の位置 

６ 初回の基準緩和認定 

７ 前回及び前々回の基準緩和認定 

８ 構造又は使用の態様の特殊性 

９ 認定により適用を除外する保安基準の条項及び内容 

10 認定を必要とする理由 

11 変更事項の有無 

 

 （日本産業規格Ａ列４番）   （日本産業規格Ａ列４番）  
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 備考 

１．認定を必要とする理由については、使用の条件を含めて記載する。 

    

      

第４号様式別紙  （新設）  

 基準緩和認定申請書別紙（継続） 

自家用又は事業用の別 □自家用 □事業用 

使用者の事業内容 □運送業 □建設業 □その他（          ） 

車両管理責任者 （役職）        （氏名） 

安全性優良事業所認定の有無 （事業用の場合） □有    □無 

 

誓約事項 

チェック欄 申請に当たり誓約する内容 

□ 

認定に際し付された条件並びに保安上及び公害防止上の制限を遵守します。違反した場合

（当該自動車を相互に使用する場合を含む。）は、保安基準緩和の認定の取消処分等を受

けようとも異議申し立ては致しません。 

□ 
運行に当たっては、道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路交通法、

道路法その他の関係法令を厳守します。 

□ 重大事故時には、遅滞なく通報します。 

□ 認定により適用を除外する保安基準の条項以外については、保安基準に適合しています。 

□ 
（安全性優良事業所の場合）本申請の認定審査期間中に、安全性優良事業所認定について

失効又は返納した場合は、遅滞なく報告します。 

□ 
（その他、誓約する事項がある場合は適宜記載する。） 

 

  

    

 （日本産業規格Ａ列４番）     

 備考 

 

１．第１５、第１９の自動車については、誓約事項のチェック欄に記入されたものをもって、遵守事項の

誓約に関する書面とする。 

 

    

      

第５号様式（第９関係） 第５号様式（第９関係） 
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基準緩和認定書（継続） 

                                               番    号 

                                               年  月  日 

 

              殿 

 

                                                  地方運輸局長 

 

年 月 日付で申請があった下記の自動車については、道路運送車両の保安基準第５５条の

規定に基づき、基準緩和を認定する。 

 

記 

 

  １ 車名及び型式 

 ２ 種別及び用途 

 ３ 車体の形状 

 ４ 自動車登録番号（車台番号） 

 ５ 使用の本拠の位置 

 ６ 基準緩和を認定する条項並びに条件及び制限 

 ７ 基準緩和の期限 

       

 （注意事項） 

本認定の期限満了後も引き続き基準緩和の認定を受けようとするときは、その期限が満了する２か月

前までに基準緩和の認定の申請を行う必要があります。 

 

   

基準緩和認定書（継続） 

                                               番    号 

                                               年  月  日 

 

              殿 

 

                                                  地方運輸局長 

 

年 月 日付で申請があった下記の自動車については、道路運送車両の保安基準第５５条の

規定に基づき、基準緩和を認定する。 

 

記 

 

  １ 車名及び型式 

 ２ 種別及び用途 

 ３ 車体の形状 

 ４ 自動車登録番号（車台番号） 

 ５ 使用の本拠の位置 

 ６ 基準緩和を認定する条項並びに条件及び制限 

 ７ 基準緩和の期限 

       

 （注意事項） 

本認定の期限満了後も引き続き基準緩和の認定を受けようとするときは、その期限が満了する２か月

前までに基準緩和の認定の申請を行う必要があります。 

 

 

 （日本産業規格Ａ列４番）   （日本産業規格Ａ列４番）  

 備考 

第９第５項の申請に基づき基準緩和の期限を付さずに認定した場合、基準緩和の期限及び注意事項につ

いては記載しないものとする。 

  （新設）  

  

第６号様式、第７号様式 （略） 第６号様式、第７号様式 （略） 
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（削除） 第８号様式（第８及び第９関係） 

     

番     号  

                                           年  月  日  

 

  運輸支局長殿 

  自動車検査登録事務所長殿（単名） 

 

                                      地方運輸局長    

基準緩和認定の通知について 

 

別紙基準緩和認定書（写）のとおり基準緩和の認定をしたので、基準緩和認定申請書（副）を添えて

通知します。 

 

 

    （日本産業規格Ａ列４番）  

    備考 

(１)各運輸支局長等に対し、認定に関して通知する事項がある場合には適宜内容を変更し記載すること。 

 

      

（削除） 参考１（別表第１ 個別緩和・継続緩和の場合） 

  

                                                年  月  日  

 

地方運輸局長 殿 

 

                             申請者の氏名又は名称 

                               住        所 

 

誓  約  書 

 

弊社が使用する車名        、型式         、車台番号     の自動車に

ついて、道路運送車両の保安基準第５５条の規定に基づく基準緩和の認定申請に際し、下記のとおり

誓約します。 
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    １ 認定に際し付された条件並びに保安上及び公害防止上の制限を遵守します。 

   ２ 運行に当たっては、道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路交通法、道路法

その他の関係法令を厳守します。 

  ３ １に違反した場合（当該自動車を相互に使用する場合を含む。）は、保安基準緩和の認定の取消

処分等を受けようとも異議申し立ては致しません。 

  ４ 重大事故時には、遅滞なく通報します。 

 

 （安全性優良事業所の場合） 

    本申請の認定審査期間中に、安全性優良事業所の認定について失効又は返納した場合は、速やか

に報告します。 

 

 （日本産業規格Ａ列４番） 

 備考 

(1)申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 

(2)印鑑に代えて署名を用いる場合は、印の箇所に署名する。 

(3)申請者が個人の場合は、「弊社」を「私」と記載する。 

(4)型式については、必要に応じて類別区分番号を記載する。 

(5)車台番号の打刻のない自動車にあっては、製造番号とする。 

(6)２の記載のうち「貨物自動車運送事業法」については、貨物自動車運送事業用自動車の申請に限

る。 

(7)その他、誓約する事項がある場合は適宜記載する。 

  

（削除） 参考２（別表第１ 一括緩和の場合） 

  

                                                年  月  日  

 

地方運輸局長 殿 

 

                             申請者の氏名又は名称 

                               住        所 
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誓  約  書 

 

弊社が使用する車名        、型式         、車台番号     の自動車に

ついて、道路運送車両の保安基準第５５条の規定に基づく基準緩和の認定申請に際し、当該自動車の

使用者に対し、下記について周知することを誓約します。 

 

   

１ 認定に際し付された条件並びに保安上及び公害防止上の制限を遵守すること。 

２ 運行に当たっては、道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路交通法、道路法

その他の関係法令を厳守すること。 

３ １に違反した場合（当該自動車を相互に使用する場合を含む。）は、保安基準緩和の認定の取消

処分等を受けようとも異議申し立てはしないこと。 

４ 重大事故時には、遅滞なく通報すること。 

 

 （日本産業規格Ａ列４番） 

 備考 

(1)申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 

(2) 印鑑に代えて署名を用いる場合は、印の箇所に署名する。 

(3) 型式については、必要に応じて類別区分番号を記載する。 

(4) ２の記載のうち「貨物自動車運送事業法」については、貨物自動車運送事業の用に供する場合

に限る。 

(5) その他、誓約する事項がある場合は適宜記載する。 

  

参考１～参考５ （略） 参考３～参考７ （略） 

  

（削除） 参考８（別表第１関係） 

     

年  月  日 

地方運輸局長 殿 

 

                         申請者の氏名又は名称  

                         住        所  
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特殊車両通行許可事前確認書 

 

今回申請する、車名       、型式      、車台番号     の自動車について、

道路運送車両の保安基準第５５条の規定に基づく基準緩和の認定申請に際し、当該自動車の特殊車両

通行の可否について、下記の道路管理者に事前に確認しております。 

 

記 

 

１ 道路管理者問い合わせ先 

２ 通行可能な経路（別添：運行経路図） 

 

    （日本産業規格Ａ列４番）  

    備考 

(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 

(2) 印鑑に代えて署名を用いる場合は、印の箇所に署名する。 

(3) 型式については、必要に応じて類別区分番号を記載する。 

 

  

別表第１  添付資料一覧表（第５及び第９関係）   

                                                                    

適 

 

 

用 

 

 

条 

 

 

項 

項    目 

保安基準 

第５５条第１項に 

規定する大臣が 

定める告示 

１ ２ ３ ４ ５ 

  

 

 

 

 

 
６ 

 

 
７ 

 

 

 

 
８ 

基
準
緩
和
認
定
申
請
書
別
紙 

主
要
諸
元
比
較
表 

車
両
外
観
図 

計
算
書
及
び
緩
和
部
分
詳
細
図 

連
結
自
動
車
の
連
結
検
討
書 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

輸
送
依
頼
書
又
は
輸
送
契
約
書 

 
 
 
 
 

＊ 

（
削
除
） 

輸
送
実
績
（
第
９
第
３
項
第
１
号
関
係
）   

＊ 

（
削
除
） 

（
削
除
） 

そ
の
他
地
方
運
輸
局
長
が
必
要
と
認
め
た
書
面 

保安基準等の条項 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告

長さ、

幅及び

高さ 

認定要領第3第11号の自動車を除く 保   2 ○ ○ ○ ○ ○     △  －   ○ 

認定要領第3第11号の自動車に限る 保   2 ○ ○ ○ ○ －     －  －   ○ 

車両総

重量 

 

新規緩和 (認定要領第3第2号、第3号、第7号及び

第20号の自動車を除く) 

 

保   4 ○ ○ ○ ○ ○     △  －   ○ 

 

継続緩和 (認定要領第3第2号、第3号及び第7号の

自動車を除く) 

 

保   4 ○ □ □ □ □     □  ○   ○ 

別表第１  添付資料一覧表（第５及び第９関係） 

                                                                    

適 

 

 

用 

 

 

条 

 

 

項 

項    目 

保安基準 

第５５条第１項に 

規定する大臣が 

定める告示 

 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ５ ６ ７ ８ ９ 

（
新
設
） 

主
要
諸
元
比
較
表 

車
両
外
観
図 

計
算
書
及
び
緩
和
部
分
詳
細
図 

連
結
自
動
車
の
連
結
検
討
書 

遵
守
事
項
の
誓
約
書 

使
用
者
の
事
業
内
容 

 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

会
社
組
織
図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

主
要
運
行
経
路
図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

輸
送
依
頼
書
又
は
輸
送
契
約
書 

 
 
 
 

＊ 

保
有
車
両
一
覧
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

過
去
６
か
月
間
以
上
の
輸
送
実
績 

 
 
 

＊ 

安
全
性
優
良
事
業
所
認
定
証       

 
 

◎ 

特
殊
車
両
通
行
許
可
事
前
確
認
書 

そ
の
他
地
方
運
輸
局
長
が
必
要
と
認
め
た
書
面 

 

保安基準等の条項 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告

長さ、

幅及び

高さ 

認定要領第3第11号の自動車を除く 保   2 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ － － － ○ 

認定要領第3第11号の自動車に限る 保   2 
 

○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － ○ 

車両総

重量 

 

新規緩和 (認定要領第3第2号、第3号、第7号及び

第20号の自動車を除く) 

 

保   4 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ － － － ○ 

 

継続緩和 (認定要領第3第2号、第3号及び第7号の

自動車を除く) 

 

保   4 

 

□ □ □ □ ○ □ □ □ △ ○ ○ ○ － ○ 

10   11   12   13   14 
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示

第

１

条

第

１

号 

 

新規緩和 (認定要領第3第6号(認定要領第3第2

号及び第3号の自動車をけん引することがで

きる構造を有する場合を除く)の自動車に限る) 

 

保   4 ○ ○ ○ ○ ○     －  －   ○ 

新規緩和 

(認定要領第3第7号の自動車に限る) 
保   4 ○ ○ ○ ▽ ▽     －  －   ○ 

 

新規緩和 (認定要領第3第2号、第3号及び第6号(

認定要領第3第2号及び第3号の自動車をけん

引することができる構造を有する場合に限

る)の自動車に限る) 

 

保   4 ○ ○ ○ ○ ○     －  －   ○ 

新規緩和(認定要領第3第20号の自動車に限る) 保   4 ○ ○ ○ ○ ○     △  －   ○ 

軸重等 

新規緩和  (認定要領第3第2号、第3号、第7号及び第

20号の自動車を除く) 
保 4の2 ○ ○ ○ ○ ○     △  

 

－ 
  ○ 

 

継続緩和  (認定要領第3第2号、第3号及び第7号の自

動車を除く) 

 

保  4の2 ○ □ □ □ □     △  ○   ○ 

 

新規緩和 (認定要領第3第6号(認定要領第3第2

号及び第3号の自動車をけん引することがで

きる構造を有する場合を除く)の自動車に限る) 

 

保  4の2 ○ ○ ○ ○ ○     －  －   ○ 

新規緩和 (認定要領第3第7号の自動車に限る) 保  4の2 ○ ○ ○ ▽ ▽     －  －   ○ 

 

新規緩和(認定要領第3第2号、第3号及び第6号（認定要

領第3第2号及び第3号の自動車をけん引するでき

ることができる構造を有する場合に限る）の

自動車に限る) 

 

保  4の2 ○ ○ ○ ○ ○     －  －   

 

○ 

 

新規緩和(認定要領第3第20号の自動車に限る) 保  4の2 ○ ○ ○ ○ ○     △  －   ○ 

新規緩和 (認定要領第3第12号の自動車に限る) 保  4の2 ○ ○ ○ ○ －     －  －   ○ 

 
（略） 

 

示

第

１

条

第

１

号 

 

新規緩和 (認定要領第3第6号(認定要領第3第2

号及び第3号の自動車をけん引することがで

きる構造を有する場合を除く)の自動車に限る) 

 

保   4 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － ○ 

新規緩和 

(認定要領第3第7号の自動車に限る) 
保   4 

 
○ ○ ▽ ▽ ○ ○ － ○ － △ － － － ○ 

 

新規緩和 (認定要領第3第2号、第3号及び第6号(

認定要領第3第2号及び第3号の自動車をけん

引することができる構造を有する場合に限

る)の自動車に限る) 

 

保   4 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － ○ 

新規緩和(認定要領第3第20号の自動車に限る) 保   4 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ － － ○ ○ 

軸重等 

新規緩和  (認定要領第3第2号、第3号、第7号及び第

20号の自動車を除く) 
保 4の2 

 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ － － － ○ 

 

継続緩和  (認定要領第3第2号、第3号及び第7号の

自動車を除く) 

 

保  4の2 

 

□ □ □ □ ○ □ □ □ △ ○ ○ ○ － ○ 

 

新規緩和 (認定要領第3第6号(認定要領第3第2

号及び第3号の自動車をけん引することがで

きる構造を有する場合を除く)の自動車に限る) 

 

保  4の2 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － ○ 

新規緩和 (認定要領第3第7号の自動車に限る) 保  4の2 
 

○ ○ ▽ ▽ ○ ○ － ○ － △ － － － ○ 

 

新規緩和(認定要領第3第2号、第3号及び第6号（認定要

領第3第2号及び第3号の自動車をけん引するでき

ることができる構造を有する場合に限る）の

自動車に限る) 

 

保  4の2 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ 

 

○ 

 

新規緩和(認定要領第3第20号の自動車に限る) 保  4の2 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ － － ○ ○ 

新規緩和 (認定要領第3第12号の自動車に限る) 保  4の2 
 

○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － ○ 

 
（略） 

 

（注） 

１．、２． （略） 

３． 第９第５項の規定により付された条件に従った新たな基準緩和申請については、同表「基準緩和認定申請書別紙」及

び「その他地方運輸局長が必要と認めた書面」を除き、〇を□に読み替えることができる。 

   なお、車両構造に変更が無い場合は、「輸送依頼書又は輸送契約書」の△は□に、「輸送実績」の－は○に読み替え

るものとする。 

 

（注） 

１．、２． （略） 

（新設） 

 

【備考】 

(1)～(8) （略） 

（削除） 

 

 

(9)～(17) （略） 

【備考】 

(1)～(8) （略） 

(9) ◎は、安全性優良事業所認定を受け、認定要領第9第5項に基づき申請する場合に限る。なお、安全性優良事業所認定証

（写し）又は貨物自動車運送事業安全性評価事業評価結果通知書（写し）等、申請時において安全性優良事業所の認定を受

けている事実が分かる書面をもって、代えることができる。 

(10)～(18) （略） 

  








